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「標準化」という語がもつ印象は、AI、メタバース、

量子といった急激に変化している技術にとって、全く似

合わない。そう思われても仕方ない。標準というものは

通常の生活の中では認識されにくく、まるで空気のよう

に自然と身の回りに存在しているから、大きな変化を

もって耳目を集める技術とは対照的な印象となる。逆に

考えてみると、標準はある種の当然の存在として、経済・

社会システムに溶け込み、サイレントに機能し続けてい

ることが、消費者の暮らしを持続的に支えるという意味

で長所であるから、あえて革新中の技術に標準化を適用

することで、特異的な価値を生み出す可能性をもつ。

また、グローバルな環境変化の下、我が国の経済・社

会システムもバージョンアップを要する中で、標準化を

意識的にクローズアップすることで、その今日的な役割

を再確認することができる。

標準化活動とは、製品等の仕様の共通化による互換性

の確保や生産費用の低減、品質の担保による信頼性の確

保等を、その基本的な効能とするものである。こうした

効能は、需要側たる消費者の利便性を向上させ、良質な

製品の安定的な供給を可能とし、我が国の経済・社会シ

ステムの基盤を支えてきた。

他方で、製品やサービスの供給側と需要側の変化の中

にあって、市場は「価格」や「品質」に加えて「新たな

価値軸」を求めている。そうした価値軸を生み出し、市

場につなげることこそが、今日的な意味での「市場創出

戦略」である。こうした今日的な市場創出戦略（≒新た

な価値軸づくり）への対応は、新たな価値軸の選定・展

開には国内外の政策や産業動向等との連動が必要である

こと、新たな価値の定着には時間を要すること等から、

中長期的な戦略に立った経営としてのコミットメントと

ともに、それを支える人材が不可欠となる。

新たな価値軸を生み出す市場創出戦略のためのツール

には、様々な種類があり、その一つであるオープン＆ク

ローズ戦略については、規制対応、標準化活動、知財管

理、ノウハウ秘匿など様々な要素を組み合わせ、あるい

は適切に使い分けることが必要となる。

その中でも、標準化は、需要側が製品等を選択する際

の新たな価値軸として機能し、需要側のニーズを引き寄

せることができる点において、市場を創出するための有

力なツールである。そのような認識の下で、経済産業省

は昨年 6 月に「日本型標準加速化モデル」と取りまと

めた。この文脈において、AI は、新たな価値軸を提案

しうる技術であるという点で、標準化政策にとって大切

な分野である。意識的に、サイレントではない形で課題

をクローズアップし、今日的な市場創出戦略、つまり新

たな価値軸づくりが推進される最前線と言えるのだ。
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集2017 年 10 月、AI に関する国際標準化を議論する

ための場として、ISO/IEC 合同の専門委員会 JTC 1/

SC 42（Artificial Intelligence）が設置され、検討が

開始された。JTC 1/SC 42 の目的は、AI に関する標

準化を通して、AI の応用を検討している IEC、ISO の

各専門委員会に水平指標を提供すること。幹事を担う

のは米国の標準化機関である ANSI であり、議長も米

国。AI 先進国の米国が、標準化をツールに、AI による

新たな価値の創出の中心的存在になろうとする意思を感

じる。この SC への参加国数は 64 にも達している（P

メンバー国：39、O メンバー国：25）。開発中の標準

規格数は 34 件、既成立規格は、ビッグデータに関する

専門委員会から SC 42 に移管された 6 件の他、ニュー

ラルネットワークの堅牢性評価（TR：仏提案）と機能

安全（TR：日本提案）等の計 17 件が存在している

(2024 年 6 月 27 日時点）。

日本からも様々な提案をしているが、その中でも特徴的

なのは、人間と機械・AI の関係性として「ヒューマン・マ

シン・チーミング」という概念を提案していることである。

人間と機械・AI の関係について、例えば、日本では

ドラえもんや鉄腕アトムを思い浮かべる人も多い。人間

と協調していく印象である。他方で、海外では AI に支

配されるといったネガティブなイメージを持たれる場合

も少なくないようだ。実際に、各国から提案される標準

化の議論も、新たな価値軸の源泉として AI を活用する

よりは、AI を規制する側面が強く出てくる。日本が提

案している「ヒューマン・マシン・チーミング」という

概念は、両者の関係性からのチーミングを 5 つの類型

に分け、それぞれの切り口から協調の概念を国際標準化

することを目指している。人間と AI システムとの協調

の方法、例えば、監督・指示の関係、説明性や制御性と

の概念の整理し、AI マネジメントシステム標準の活用

へと繋げる。

 

 

先ほど、海外では、AI は脅威という印象を持たれて

いるような表現をしたが、もちろん、それほど社会は単

純な構図ではなく、人の思考は標準化されていない。特

に、米国では、AI 技術開発において長らく世界をリー

ドしており、その産業上の価値を認識し、享受している

ので、AI 開発を制限したくないという考えがベースに

あると思われる。スタートアップが盛んな米国の産業

構造の側面からも、AI は親和性が高い。ただ、OpenAI

社の生成 AI が社会に与えたインパクトは、あまりにも

強かったのではないかと思われる。

昨年（2023 年）10 月 30 日には、バイデン大統領

令により、AI の安全、安心、信頼できる開発に向けた動

きが強まった。例えば、米国の国立標準技術研究所(NIST)

は、AI に関する標準の開発や国際標準化を促進すること

を発表しており、AI システムの安全性、セキュリティ、

信頼性の向上などの標準化の草案を公表するなど活発な

動きとなっている。米国特許商標庁 (USPTO) も、特許

可能性の判断における AI の影響について意見を求めるパ

ブリックコメント募集も行った。

欧州でも、AI 法が公布され、その規制の具体的な中

身を CEN-CENELEC といった機関が担う、つまりは

産業界が中心となって作成している。

 また、昨年 11 月に英国スナク首相が主催して AI 安

全性サミットが開催され、英国と米国が AI セーフティ・

インスティテュートを立ち上げると発表した。米英に共

通しているのは、市場投入前の AI について政府が安全

性評価ツールを策定しようとしていることである。

AI の国際標準化4

図1　ヒューマン・マシン・チーミングの5つの類型

ヒューマン・マシン・チーミング5

海外政府の動き6
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他方で、トランプ前大統領は、上述のバイデン大統領

令について、AI イノベーションを妨げる危険なもので

あるとして、その廃止を目指すことを表明している。新

しい技術に対する考え方は、やはり標準化されていない

ようである。

日本としても、米英の動向も踏まえ、AI 安全性評価

の手法を確立すべく、昨年 12 月の AI 戦略会議の中で、

岸田首相が AI セーフティ・インスティテュート（AISI）

の設立を表明し、本年 2 月に、独立行政法人情報処理

推進機構内に正式に設立された。AI 戦略会議は、内閣

府に設置されており、昨年 5 月 11 日の第１回会合を

皮切りに、本年 5 月 22 日までの１年間で 9 回と高い

頻度で開催され、AI 戦略の様々な課題や対応などにつ

いて集中的に検討が進められている。

例えば、昨年 5 月 26 日に取りまとめられた「AI に

関する暫定的な論点整理」において、生成 AI の普及を

踏まえ、既存のガイドラインに関して必要な改訂などを

検討する必要性が示された。ここでいう既存のガイドラ

インとは、「AI 開発ガイドライン」（2017 年、総務省）、

「AI 利活用ガイドライン」（2019 年、総務省）、「AI 原

則実践のためのガバナンスガイドライン」（2022 年、

経済産業省）の３つのことである。３つもあると分かり

にくいだけでなく、生成 AI のような激しい動きが続く

AI 分野においては、社会システムも政府のガイドライ

ンも頻繁な更新が必要となるのは必然であろう。

そこで、総務省及び経済産業省では、有識者等と議論

を重ね、既存のガイドラインを統合・アップデートし、

広範な AI 事業者向けの統一的で分かりやすいガイドラ

インの検討を進め、「AI 事業者ガイドライン（第 1.0 版）」

を本年 4 月 19 日に公表した。

本ガイドラインは、AI 関係者が、国際的な動向及びス

テークホルダーの懸念を踏まえた AI のリスクを正しく認

識でき、必要となる対策を AI システムのライフサイクル

全体で自主的に実行できるように後押しする。また、イ

ノベーションの促進とライフサイクル全体にわたるリス

クの緩和を両立する枠組みを、AI 関係者が連携しながら

積極的に共創していくことを目指している。具体的には、

AI ライフサイクルにおける役割を考慮し、AI の活動を担

う立場を、「AI 開発者」、「AI 提供者」、「AI 利用者」の３

つに大別して整理し、AI 開発・提供・利用にあたっての

必要な取組についての基本的な考え方を示している。

本ガイドラインについて、経済産業省の担当課は情報

処理産業基盤室（作成当時は情報経済課が担当課であっ

たが、2024 年 7 月に移管。）である。情報処理産業基

盤室は、AI に関する様々な産業への対応を行っている。

他方で、標準規格を担当する課は、基準認証政策課、

国際標準課および国際電気標準課の３つがある。３課

で、多様な業種や技術の標準規格を横断的に所掌してい

るのだが、その中で AI は、著者が課長を務める国際電

気標準課の担当であり、情報経済課と密接に連携して業

務遂行をしている。また、これまで AI は研究開発段階

の要素も強いため、経済産業省では研究開発課も、これ

に研究開発政策の観点から関わってきた。そうしたこ

ともあって、経済産業省の広報誌である METI Journal 

(ONLINE) の本年 2 月の政策特集「標準と経営が恋を

する vol.5」において、AI が取り扱われたときには、国

際電気標準課、情報経済課、研究開発課の 3 課による

対談形式で政策紹介が行われた。

その政策特集の中身を簡単に紹介する。タイトルは

「AI が主戦場！日本発「標準」を世界に広める経産省の

戦略とは」と題したものである。

経済産業省が推進する研究開発事業は、非常に多数あ

るが、その中でも AI 分野は、最先端であり、かつ様々

なルールづくりが必要になる。生成AIが開発・公開され、

AI 研究は大きく可能性を広げているが、そうした状況

が加速すればするほど、AI の透明性を高めることが重

大な課題となる。AI は様々なデータを組み合わせて入

力し、そのデータを基に結果を出力するため、入力され

るデータやアルゴリズムの透明性を高め、AI の出力結

果の信頼性を高めることが必要となる。そうしたときに、

ルールや標準を先んじて整備しておくことにより、新し

い製品やサービスとして社会実装することがスムーズに

なる。つまり、AI を活用した製品やサービス、または

AI が主戦場！9

日本の動き7

経済産業省の体制8
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AI システムが、一定の基準を満たしていることを明確

に示すことができ、社会が受け入れる確度を高める効果

が期待され、結果として大胆な投資を促すことにも繋が

る。そのために用いられるツールこそが「標準化」である。

そうした標準の作り方には、さまざまなアプローチが

ある。特に、標準の制定主体に着目した場合には、大き

く次の３つに分けられる。

・デジュール標準：政府や国家間、標準化機関におけ

る合意を経て制定される、公的な性格を有するもの

・フォーラム標準：特定の技術や製品分野などに関係

する企業・専門家群の合意で制定される、緩やかな

共通ルールとしての性格を有するもの

・デファクト標準：特定の製品・サービスが世界中に

普及することで生まれる、事実上のスタンダード

戦略的に標準を使おうと思えば思うほどに、何かしら

独特な要素が必要だろうが、社会的なリスクへの対処の

視点からは、デジュール標準が有効に機能しやすいだろう。

例えば、バイアスや倫理的に懸念があるデータがイ

ンプットされることによって、AI のアウトプットが問

題となることが想定される。AI が取り込むデータの品

質をどう判断していくべきか。実際に ISO/IEC JTC1/

SC42 では様々な議論が行われてきている。日本では、

情報規格調査会や産業技術総合研究所を中心とした国内

専門委員会が AI の標準化活動を担っており、日本から

も多数の国際標準を提案している。特に倫理観は国や文

化によっても大きく異なることもあり、少なくとも日本

の価値観が世界の中で受け入れられる素地をつくること

には貢献していかなければならない。

生成 AI の世界は、言語だけでなく映像や音響などに

も様々なデータを組み合わせるマルチモーダルに広がっ

ていく。それにより、ロボットや機械の動きを生成する、

周囲の音や状況に応じて、ロボットがあたかも自発的に

動作するといったことも可能になるだろう。そうした社

会の中で、安心して AI を使うために、データの品質や

どういう形でデータを取り込むかなど、標準化活動は、

ますます重要性を増していく。

ISO/IEC JTC1/SC42 は、 昨 年 末 に、AI の 開

発者、AI を用いたサービスの提供者、AI を用いた

サービスの利用者を対象とした新たなマネジメン

ト シ ス テ ム 規 格 と し て、ISO/IEC 42001:2023 

Information technology ― Artificial intelligence 

― Management system を発行した。これにより、

企業等による AI の開発や利用などについてどうマネジ

メントしていくか、世界共通の考え方のベースができた

と言える。

マネジメントシステム規格とは、標準化の長い歴

史の中では比較的新しいものであり、品質に関する

ISO9000 シリーズや環境に関する ISO 14000 シ

リーズに基づく認証が世界的に普及している。

AI に関する ISO/IEC 42001 に基づく認証につい

ては、情報セキュリティに関する ISO/IEC 27001

（ISMS）の認証に実績を有する認証機関が取り組むこ

とが予想される。国内においては、AI マネジメントシ

ステムの認証を行う認証機関に対する認定事業を、一

般社団法人情報マネジメントシステム認定センター

（ISMS-AC）が開始すべく準備を進めており、標準規

格の活用が具体的に進展するものと期待される。

産業界において有用性が認識されている生成 AI であ

るので、国際電気標準課でも、これを活用していく試み

を開始した。

まずは、日本産業標準（JIS）の作成プロセスにおい

て、生成 AI を活用するための実証試験・検証を開始す

ることにした。JIS 作成プロセスは、様々な規則や不文

律の慣習を踏まえる必要があるために、長い経験と高い

専門性が必要となっている。しかしながら、そうした経

験豊富な専門人材を長期的に育成していくことが、経済

産業省内において非常に難しい状況にある。こうした課

題を解決するために、様々な試みを行っているところで

あるが、いくつもの困難に直面している状況にある。生

成 AI の活用は、そうした困難に対する打開策の一つと

なり得るものと期待している。

具体的には、JIS 開発に特化した AI モデル作成を目

自らも生成AI を活用12

標準に種類がある10

AI マネジメントシステム11
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指す。ただ、設計図もなく建物を作ることができないの

と同じで、いきなり業務支援に繋がるような AI システ

ムを作成することはできない。特に黎明期の生成 AI が、

どこまで専門家の業務をサポートできるのか不明確であ

る。建物で言えば、どのようなコンセプトでデザイン・

設計するかの検討を開始した段階である。

そこで、電気・電子、情報技術の JIS 文書を AI の学

習データとし、JIS 開発に特化した AI モデルを作成す

る場合に、どのような準備があれば、どのような効果が

得られるかの調査を、実際に学習モデルの作成を通じて

検証する事業を本年度に行っている。

検証する主なユースケースは、次のとおりである。

① JIS 特有の表現を加味した英文翻訳：

 JIS 特有の表現を学習した英文翻訳 LLM（大規模言

　  語モデル）を作成し、原案作成に係る工数を削減。

② 開発中の翻訳原案の正誤チェック：

 国際規格から翻訳された JIS の原案について、国際

　 規格の英文を考慮し、翻訳の正誤チェックと修正を

　 行う LLM を作成し、原案校正に係る工数を削減。

③ 新たな JIS の原案生成：

 平易な日本語で書かれた素案から JIS 特有の日本

　 語表現に修正した JIS 原案を出力する LLM を作成

　 し、JIS 原案作成・校正に係る工数を削減。

その他の様々な業務について、経済産業省内でも、生

成 AI の活用が試みられ始めている。新たな技術を自ら

も積極的に活用し、新しい社会に向けた政策検討や業務

改善に取り組むことは経済産業省らしさとも言える。

昨年、経済産業省・NEDO の研究開発事業で、手塚

治虫さんの名作「ブラック・ジャック」の新作を生成

AI を活用してつくろうというプロジェクトが行われた。

このプロジェクトでは、生成 AI を用いてストーリーや

キャラクターの原案を作成した。重要なのは、生成 AI

がつくったものをそのまま使うのではなく、人間が AI

をサポートツールとして活用し、AI とともにブラッシュ

アップしたという点。標準化に特化した視点では、本年

度に AI モデルに関する標準化などに向けた支援事業も

行っている。また、学会との連携も深めており、本年 5

月の人工知能学会全国大会では、AI に関する標準化セッ

ションを過去にないレベルで大きく開催し、将来に向け

た AI と標準化の展望など、様々な観点から発表・ディ

スカッションした。

AI が人間を追い越すとも言われるが、やはり人間が

AI をサポートツールとして使う要素は変わらないだろ

う。他方で、一軸的な価値観での競争を意識するのでは

なく、それぞれの得意な要素を認識しながら、新たな価

値軸を探求し、社会に提供し続けていくことも必要とな

る。そのためにも日本型で標準を加速化させていくこと

は、ますます重要となっていく。

人間が中心13
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